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３１０ こ の 編 の な か で の 共 通 事 項 
 

３１１ 印鑑票・氏名等届出書・交付内訳書・交付通知書・裁（認）定

通知書の様式 

○ 記名国債証券印鑑票・氏名等届出書・交付内訳書・交付通知書・裁（認）

定通知書は、各種記名国債証券の発行交付に関する大蔵省令（平成１３年１

月以後発行のものは財務省令）などにより、次のとおり様式が定められてい

る。 

＊ 「国債規則等の一部を改正する省令」（令和２年財務省令第８９号。以下３１１にお

いて「改正省令」という。）により、印鑑票の様式が関係省令上削除されたが、改正

省令附則（経過措置）により、届出印廃止分以外の記名国債証券については、改正省

令による改正前の様式の印鑑票が用いられる。 

 ＊ 氏名等届出書の様式は、関係省令の様式と一部相違（支払表示欄）。 
 

①印鑑票 
○ 国債名称によって大きさや記載欄の設け方が異なるなど統

一されていないが、次の４つのタイプに分けられる。 

 

様 式 の 区 分 該 当 す る 印 鑑 票 

❶「証券の交付年月日等」の

表示欄が設けられている様

式 

 

＊ 第二十四回特別給付金国

庫債券、第二十五回特別給

付金国庫債券、第二十六回

特別給付金国庫債券および

第二十八回特別給付金国庫

債券の印鑑票の上部余白に

は、「支払場所変更時に見本

証券と一体で移管」する旨

が表示されている。 

＊ 第十一回特別弔慰金国庫

債券の印鑑票には、「住所」

欄・「氏名」欄に代えて「記

名者住所」欄・「記名者氏名」

欄が設けられ、同欄等が４

行となっている。 

第六回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第七回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第八回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第九回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十一回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十二回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十三回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十四回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十五回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十六回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十七回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十八回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第十九回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十一回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十二回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十三回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十四回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十五回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十六回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十七回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二十八回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第三回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第四回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第五回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第六回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第七回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第八回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第九回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第十回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

慰労金国庫債券印鑑等届出書 

特別葬祭給付金国庫債券印鑑等届出書 
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❷「証券の交付年月日等」の

表示欄が設けられていない

様式 

 

引揚者国庫債券印鑑等届出書 

特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第二回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第三回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第四回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

第五回特別給付金国庫債券印鑑等届出書 

特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 

❸「事項変更等記入欄」が設

けられている様式 

引揚者特別交付金国庫債券印鑑等届出書 

 

❹ 縦書きの様式 

 ＊ 遺族国庫債券（13 号以

降）の印鑑票の余白には、

「支払場所変更時に見本証

券と一体で移管」する旨が

表示されている。 

印鑑票 

＊遺族国庫債券の印鑑票で国債名称が記載されていない。 
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裁定通知書の記号及び番号 

○傷Ｊ裁定 123456 

○
○ 

昭５０.３.３１渡 昭５４.９.３０渡 

  

昭５０.９.３０渡 昭５５.９.３０渡 

  

昭５１.９.３０渡 昭５６.９.３０渡 

  

昭５２.９.３０渡 昭５７.９.３０渡 

  

昭５３.９.３０渡 昭５８.９.３０渡 

  

 

（裏面） 

  

 

印鑑票の記載例 １ 

 

平成19年5月15日渡 平成21年5月15日渡 平成23年5月15日渡 平成25年5月15日渡 平成27年5月15日渡 

     

平成20年5月15日渡 平成22年5月15日渡 平成24年5月15日渡 平成26年5月15日渡 平成28年5月15日渡 

     

 

償還金支払場所 住 所 氏 名 印 鑑 

日本銀行○○支店 ○○市○○町２－１－３ ○○ ○○  

    

    

 

※（○○ 都道府県） ※ ※ ※ 

第五回特別給付金国庫債券印鑑等届出書

証券の交付年月日等 

支

払

表

示

欄

証券
交付

平
成 

19.４.27 

様式の区分  

様式の区分  

様式の区分  

※ ※ ※ ※ 
日本銀行○○ 
代理店 

○○市○○3-3-3 △△ △△ △
△ 

引揚者特別交付金国庫債券印鑑等届出書 

昭
和 

証券
交付 48.６.１ 

証券
交付

昭
和 49.10.2 

償 還 金 支 払 場 所 住 所 氏 名 印 鑑

記 号 

償還金支払場所

※ ※ ※ ※ 

住 所

第二十三回特別給付金国庫債券印鑑等届出書

○○銀行○○支店 ○○市○○町２－６ □□ □□ 

氏 名 印 鑑

□
□ 

額 面 金 額 

番 号 

い 

30 万円

123 4 5 6 7

記号 額 面 金 額

い 170 千円

証 券 番 号

1 2 3 4 5 6 7 

項 変 更 等 記 入 欄

この欄は使

用しない。 

予備欄が設けられていないため、 
変更事項は余白に記載し、変更 
日付などは欄外余白に表示する。 

額面金額の表示（適宜の個所に
表示してよい。） 

「証券の交付年月日等」の表示 

⇒ 証券の交付年月日等の表示・３１４参照 

(注）本様式のほか横型の
様式のものが使用さ
れることがある。 

様式の区分  

記 号 番 号

１２３４５６７ む 

国 債 証 券

５ 万 円 券 

○

○

郵

便

局

元利金支払場所 住 所 氏 名

○

○

市

○

○

町

２

―

１

―

３

×

×

×

×

印

鑑

×
×

印 鑑 票

証券 

交付 
令
和 

2．10．30 

（表面）

記 号 

い 

額 面 金 額 

６０万円 

番 号 

１２３４５６７ 

財務局（事務所）から送付を受けた交付照合用の印鑑票には、支払
場所の所在する都道府県名がかっこ書きで記載されている場合が
ある。支払場所の所在する都道府県名を記載する項目（（  都道府
県））が印刷されている印鑑票と印刷されていない印鑑票がある。 

この欄は使用しない。この欄

は、財務局（事務所）が事務処

理上使用するもので、この欄が

印刷されている印鑑票と印刷

されていない印鑑票がある。 
注意 ※印は、特別給付金請求者が記入し又は印を押すこと。 

 

（○○ 都道府県） 

（○○ 都道府県） 

（注） 
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印鑑票の記載例２―特別葬祭給付金国庫債券の記名者が外国人で国外に居住して

いる場合 

 

１．在日代理人を選定しているとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証券 平 

交付 成 
7.8.25 

償還金支払場所

日本銀行 

○○代理店 

※ ※ ※ ※

証券の交付年月日等 特別葬祭給付金国庫債券印鑑等届出書

住 所 氏 名 印 鑑

○○市○○町○―○ 

○○ ○○ 

代理人 
△△ △△ 

支

払

表

示

欄 

平成８年１月 31 日 渡 平成９年１月 31 日 渡 記 号

い 
額 面 金 額

番 号

１０万円 

9 8 7 6 5 4 3 

注 意 ※欄は、特別葬祭給付金請求者が記入し又は印を押すこと。 

印 

印 
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２．記名者本人が償還金を受領するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

償還金支払場所

日本銀行 

○○代理店 

※ ※ ※ ※

証券の交付年月日等
特別葬祭給付金国庫債券印鑑等届出書

住 所 氏 名 印 鑑

  

 ○○th ○○ ○○ 

 □□ □□ 

□□ □□ 

支

払

表

示

欄 

平成８年１月 31 日 渡 平成９年１月 31 日 渡 記 号

い 
額 面 金 額

番 号

１０万円 

9 8 7 6 5 4 4 

注 意 ※欄は、特別葬祭給付金請求者が記入し又は印を押すこと。 

(注) 印鑑を所有していない者については、印鑑欄には印鑑に代えて署名でも差し支えない。

印 

証券 平 

交付 成 7.8.25 
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②氏名等届出書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 式 該 当 す る 氏 名 等 届 出 書 

「証券の交付年月日等」の表

示欄が設けられている様式 

 

＊ 第二十九回特別給付金国

庫債券および第三十回特別

給付金国庫債券の氏名等届

出書の上部余白には、「支払

場所変更時に見本証券と一

体で移管」する旨が表示さ

れている。 

 

第二十九回特別給付金国庫債券氏名等届出書 

第三十回特別給付金国庫債券氏名等届出書 

氏名等届出書の記載例 

⽀

払

表

⽰

欄 

令和４年４月１５日渡 令和５年４月１５日渡 令和６年４月１５日渡 令和７年４月１５日渡 令和８年４月１５日渡 

     

 

記

号 

 

額
面
金
額 

万円

番

号 

 

注意 ※欄は、印字されていない場合は、請求者等が記入すること。 

 証券の交付年月日等 裁定通知書の記号及び番号 

償還金支払場所 記名者住所 記名者氏名 

※ 

  （〇〇 
都道

府県） 

※ ※ 

 

  （ 
都道

府県） 

  

 

  （ 
都道

府県） 

  

 

  （ 
都道

府県） 

  

 

証券 
交付 

令
和 

3.11.29 

日本銀行○○代理店  ○○市○○町２－１－３      ○○ ○○ 

い 
 

50 
 

000123 

○傷Ｍ裁定１２３ 

この欄は、財務局（事務所）が事務

処理上使用するため、使用しない。 

 

財務局（事務所）から送付を受けた交付照合用の氏名等届出書には、
支払場所の所在する都道府県名がかっこ書きで記載されている。 

「証券の交付年月日等」の表示 

証券の交付年月日等の表示・３１４参照 

※印および注意書が印字されている氏名等届出書と印
字されていない氏名等届出書がある。 

支払場所変更時には、見本証券と一体で移管 

第二十九回特別給付金国庫債券氏名等届出書
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③交付内訳書 

  

 

国 債 名 称 使用される交付内訳書 

遺族国庫債券 
国債発行請求内訳書（遺族国庫債券用） 

（根拠法：戦傷病者戦没者遺族等援護法） 

引揚者国庫債券 
国債発行請求内訳書（引揚者国庫債券用） 

（根拠法：引揚者給付金等支給法） 

特別給付金国庫債券 国債発行請求内訳書（特別給付金国庫債 

券、第四回特別給付金国庫債券、第十回 

特別給付金国庫債券、第十七回特別給付 

金国庫債券、第二十二回特別給付金国庫 

債券、第二十七回特別給付金国庫債券また

は第三十回特別給付金国庫債券用） 

（根拠法：戦没者等の妻に対する特別給付

金支給法） 

第四回特別給付金国庫債券 

第十回特別給付金国庫債券 

第十七回特別給付金国庫債券 

第二十二回特別給付金国庫債券 

第二十七回特別給付金国庫債券 

第三十回特別給付金国庫債券 

特別弔慰金国庫債券 国債発行請求内訳書（特別弔慰金国庫債

券、第二回特別弔慰金国庫債券、第三回特

別弔慰金国庫債券、第四回特別弔慰金国庫

債券、第五回特別弔慰金国庫債券、第六回

特別弔慰金国庫債券、第七回特別弔慰金国

庫債券、第八回特別弔慰金国庫債券、第九

回特別弔慰金国庫債券、第十回特別弔慰金

国庫債券または第十一回特別弔慰金国庫

債券用） 

（根拠法：戦没者等の遺族に対する特別弔

慰金支給法） 

第二回特別弔慰金国庫債券 

第三回特別弔慰金国庫債券 

第四回特別弔慰金国庫債券 

第五回特別弔慰金国庫債券 

第六回特別弔慰金国庫債券 

第七回特別弔慰金国庫債券 

第八回特別弔慰金国庫債券 

第九回特別弔慰金国庫債券 

第十回特別弔慰金国庫債券 

第十一回特別弔慰金国庫債券 

第二回特別給付金国庫債券 国債発行請求内訳書（第二回特別給付金 

国庫債券、第六回特別給付金国庫債券、 

第八回特別給付金国庫債券、第十一回特 

別給付金国庫債券、第十二回特別給付金 

国庫債券、第十三回特別給付金国庫債券、 

第十五回特別給付金国庫債券、第十八回 

特別給付金国庫債券、第二十回特別給付 

金国庫債券、第二十三回特別給付金国庫 

債券、第二十五回特別給付金国庫債券、 

第二十八回特別給付金国庫債券または第 

二十九回特別給付金国庫債券） 

（根拠法：戦傷病者等の妻に対する特別 

給付金支給法） 

第六回特別給付金国庫債券 

第八回特別給付金国庫債券 

第十一回特別給付金国庫債券 

第十二回特別給付金国庫債券 

第十三回特別給付金国庫債券 

第十五回特別給付金国庫債券 

第十八回特別給付金国庫債券 

第二十回特別給付金国庫債券 

第二十三回特別給付金国庫債券 

第二十五回特別給付金国庫債券 

第二十八回特別給付金国庫債券 

第二十九回特別給付金国庫債券 

第三回特別給付金国庫債券 国債発行請求内訳書（第三回特別給付金 

国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、 

第七回特別給付金国庫債券、第九回特別 

給付金国庫債券、第十四回特別給付金国 

庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、 

第十九回特別給付金国庫債券、第二十一 

回特別給付金国庫債券、第二十四回特別 

給付金国庫債券または第二十六回特別給 

付金国庫債券 

（根拠法：戦没者等の父母等に対する特 

別給付金支給法） 

第五回特別給付金国庫債券 

第七回特別給付金国庫債券 

第九回特別給付金国庫債券 

第十四回特別給付金国庫債券 

第十六回特別給付金国庫債券 

第十九回特別給付金国庫債券 

第二十一回特別給付金国庫債券 

第二十四回特別給付金国庫債券 

第二十六回特別給付金国庫債券 
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引揚者特別交付金国庫債券 

引揚者等に対する特別交付金認定内訳書 

（根拠法：引揚者等に対する特別交付金の

支給に関する法律） 

慰労金国庫債券 

国債発行請求内訳書（慰労金国庫債券用） 

（根拠法：独立行政法人平和祈念事業特別

基金等に関する法律） 

特別葬祭給付金国庫債券 

国債発行請求内訳書（特別葬祭給付金国庫

債券用） 

（根拠法：原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律） 
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交付内訳書の例示１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

交付内訳書の例示２―特別葬祭給付金国庫債券の記名者が外国人で国外に居住している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発  行  日 記号 券面種類 通し頁 

平成 19 年 11 月 1 日 は号 2,000,000円券 ７ 

取扱財務局等の 
名     称 

交付取扱店 
の 名 称 

代 理 受 領 者 
（市区町村長等名） 

○○財務事務所 
日 本 銀 行 

○○代理店 
○ ○ 市 長 

裁定通知書の 

記号及び番号 

受 取 人 償 還 金 

支 払 場 所 
※証券番号 備    考 

氏 名 居 住 地 
北 特 Ｅ 裁 定 

0 0 0 1 5 3 
□ □ □ □ ○○県○○市 ○○ 郵便局 0741407  

城 特 Ｅ 裁 定 

0 0 0 0 2 3 
× × × × 〃 ○○ 郵便局 0741408  

      

      

      

      

      

      

      

      

 
注 ※印欄は、日本銀行で記載するものである。 枚数及び金額 2 枚 4,000,000 円 

国 債 発 行 請 求 内 訳 書 
第二十二回特別給付金国庫債券 

（注１）記名者が、在日代理人を選定しているとき 

（注２）記名者本人が直接受領するとき 

発  行  日 記号 券面種類 通し頁 

平成７年８月１日 い号 100,000 円券 ５ 

取扱財務局等の名称 交付取扱店の名称 代理受領者（都道府県知事等名） 

× × 財 務 局 日本銀行○代理店 ＊＊＊＊＊＊＊ 

認定通知書の 

記号及び番号 

受 取 人 
償還金支払場所 ※証券番号 備 考 

氏 名 居 住 地 

ひ 0 0 0 0 0 1 ○○ ○○ 
○○○国○○ ○○ 

○番地 
日本銀行○代理店 9 8 7 6 5 4 3 

代理人 

△△ △△ 

○○市○○町○―○ 

ひ 0 0 0 0 0 2 □□ □□ 
○○○国○○ ○○ 

○番地 
日本銀行○代理店 9 8 7 6 5 4 4 

□□ □□ 

○○th ○○ ○○ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

注 ※印欄は、日本銀行で記載するものである。 枚数および金額 ２枚 200,000 円 

国 債 発 行 請 求 内 訳 書 
■特別葬祭給付金国庫債券■ 

（注 1） 

（注 2） 
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④ 交 付 通 知

書・裁（認）

定通知書 

 

交 付 通 知 書 
 

裁（認）定通知書 記号 

遺族国庫債券交付通知書 
○弔慰裁定 裁定通知書 

（根拠法：戦傷病者戦没者遺族等援護法） 

引揚者国庫債券交付通知書 
○引給裁定 認定通知書 

（根拠法：引揚者給付金等支給法） 

特別給付金国庫債券交付通知書 ○特Ａ裁定 裁定通知書 

（根拠法：戦没者等の妻に対する特別給付金支

給法） 
第四回特別給付金国庫債券交付通知書 ○特Ｂ裁定 

第十回特別給付金国庫債券交付通知書 ○特Ｃ裁定 

第十七回特別給付金国庫債券交付通知書 ○特Ｄ裁定 

第二十二回特別給付金国庫債券交付通知書 ○特Ｅ裁定 

第二十七回特別給付金国庫債券交付通知書 ○特 F裁定 

第三十回特別給付金国庫債券交付通知書 ○特Ｇ裁定 

特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ａ裁定 裁定通知書 

（根拠法：戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

支給法） 
第二回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｂ裁定 

第三回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｃ裁定 

第四回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｄ裁定 

第五回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｅ裁定 

第六回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｆ裁定 

第七回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｇ裁定 

第八回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｈ裁定 

第九回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｉ裁定 

第十回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｊ裁定 

第十一回特別弔慰金国庫債券交付通知書 ○弔Ｋ裁定 

第二回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ａ裁定 裁定通知書 

（根拠法：戦傷病者等の妻に対する特別給付金

支給法） 
第六回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｂ裁定 

第八回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｃ裁定 

第十一回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｄ裁定 

第十二回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｅ裁定 

第十三回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｆ裁定 

第十五回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｇ裁定 

第十八回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｈ裁定 

第二十回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｉ裁定 

第二十三回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｊ裁定 

第二十五回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｋ裁定 

第二十八回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷Ｌ裁定 

第二十九回特別給付金国庫債券交付通知書 ○傷М裁定 

第三回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ａ裁定 裁定通知書 

（根拠法：戦没者の父母等に対する特別給付金

支給法） 
第五回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｂ裁定 

第七回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｃ裁定 

第九回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｄ裁定 

第十四回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｅ裁定 

第十六回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｆ裁定 

第十九回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｇ裁定 

第二十一回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｈ裁定 

第二十四回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親Ｉ裁定 

第二十六回特別給付金国庫債券交付通知書 ○親 J裁定 

引揚者特別交付金国庫債券交付通知書 
引 ○ 

遺 ○ 

特別交付金認定通知書 

（根拠法：引揚者等に対する特別交付金の支給

に関する法律） 

慰労金国庫債券交付通知書 総 特 

慰労金認定通知書 

（根拠法：独立行政法人平和祈念事業特別基

金等に関する法律） 
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特別葬祭給付金国庫債券交付通知書 ○ 

特別葬祭給付金認定通知書 

（根拠法：原子爆弾被爆者に対する援護に関

する法律） 
   

 ＊ 記号欄の○は、裁（認）定機関を示す記号（都道府県名の頭文字など）。 

＊ 裁（認）定通知書（特別交付金認定通知書を除く。）には、根拠法、給付の種

別、国債の名称等が記載されている。 
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交付通知書・裁（認）定通知書の例示 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第四回特別弔慰金国庫債券交付通知書 

番 号

第 1234 号 日本銀行○○代理店 

交 付 取 扱 店 受取人氏名

○ ○ 市 長

第四回特別弔慰金国庫債券(い号)額面 150 万円 

昭和 60 年発行分 

この証券 ３０万円券 ５枚 

 上記の証券を戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給
法第５条第１項の規定によって交付しますから、上記の
交付取扱店で受け取ってください。 

平成５年１０月１日 

○○財務局長 ○ ○ ○ ○ 印 

通し頁 ７

領 収 証

上記の証券を受け取りました。 

平成 ５ 年 １１ 月 １ 日 

現住所
氏 名 ○ ○ 市 長 印 

注 受取人氏名欄には、市区町村長等が第四回特別弔慰金 
国庫債券の受領の委任を受けているときは、当該市区町 
村長等の名を記入すること。 

裁 定 通 知 書

下記のとおり裁定したので通知します。 

注１．この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の
翌日から起算して６０日以内に書面で厚生大臣に対し
て不服申立てができます。 

 ２．国債を受領する際は、この通知書を呈示して下さい。
なお、国債が交付されるまで、事務手続上多少時間が

かかりますのでご承知下さい。 

○弔Ｄ裁定第 000153 号

平成５年 9月２９日 

○ ○ 県 知 事

 
印 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 
第四回特別弔慰金国庫債券 

根 拠 法
給付の種別
国債の名称

券 面 種 別

死 亡 者

請 求 者

住 所

300,000 円券 国債の記号 い 号

甲 野 三 郎

甲 野 太 郎 昭和 10 年 5 月 20 日

○○県○○市○○１６７－３ 

公印の押なつに代えて、公印の印影が
黒色で印刷されていることもある。 

届出印廃止分の場合には、公印は押な
つされない。 
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 裁（認）定機関を示す記号 

 

裁（認）定機関 記号 裁（認）定機関 記号 裁（認）定機関 記号 

北海道 北 石川県 石 岡山県 岡 

青森県 青 福井県 井 広島県 広 

岩手県 岩 山梨県 梨 山口県 山 

宮城県 城 長野県 長 徳島県 徳 

秋田県 秋 岐阜県 岐 香川県 香 

山形県 形 静岡県 静 愛媛県 媛 

福島県 島 愛知県 愛 高知県 高 

茨城県 茨 三重県 三 福岡県 福 

栃木県 栃 滋賀県 滋 佐賀県 佐 

群馬県 群 京都府 京 長崎県 崎 

埼玉県 玉 大阪府 阪 熊本県 熊 

千葉県 千 兵庫県 兵 大分県 分 

東京都 東 奈良県 奈 宮崎県 宮 

神奈川県 神 和歌山県 和 鹿児島県 鹿 

新潟県 新 鳥取県 鳥 沖縄県 沖 

富山県 富 島根県 根 厚生労働省 厚 

 

裁（認）定機関 記号 

広島市 ひ 

長崎市 な 

 

＊ 裁（認）定機関（厚生労働省を除く。）の連絡先については、「各都道府県援護

主管課名称等一覧」（日本銀行ホームページ掲載）参照。 

＊ 厚生労働省の連絡先は、次のとおり。 

 厚生労働省援護局援護・業務課給付係（遺族国庫債券については審査係） 

（代表電話番号：03-5253-1111） 

 


